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お役立ち！　
税務・税金の話
医療ステーション

好評連載
徳田孝司の「月刊マルトク堂」 　  

もう悩まない事業承継・M&A徹底解説
「ぶらトク」下北沢で瓢箪アートに挑戦！
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C O N T E N T S

今月号のテーマ
｢SCOPE創刊
200号

  によせて」

今月の執筆者にはSCOPE創刊200号によせてコメントをいただいています。
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ありがとう
SCOPE創刊200号

●税金
投資に関する税制優遇制度について

●国際税務
租税条約の特典条項について

●もう悩まない事業承継・M&A徹底解説
M&Aを活用した事業承継の進め方　株式譲渡契約書①

●医療ステーション
コミュニケーション力

●税金Ｑ＆Ａ
医療費控除について

●コラム
脈動するインバウンド市場

●コラム
徳田孝司の
「月刊マルトク堂」

ぶらぶら徳田理事長と行く

「ぶらトク」
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ぎもん・しつもん・お答えします

　本欄を皆様がご覧になる頃には、平成29年分の所得税の確定申告が始まって

いるものと思います。税理士法人にとって一年で一番忙しい時期になります。

　ご質問は「医療費控除」に関するものです。適正な申告をして、所得税の還

付を受けてください。所得税の申告は、ご自分でもできますので、国税庁のホー

ムページをご覧になるか、所轄の税務署に足を運んでみてください。

　「医療費控除」とは、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族の

ために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ

る所得税の計算の仕組みのことをいいます。以下、注意すべき点を述べます。

①「医療費控除」は、会社等で行う年末調整では行うことができず、必ず「確定申告」を行う
　ことが必要となります。
②「医療費」は、いつ治療を行ったかという発生主義ではなく、前年に実際に支払った現金
　主義をもとに計算します。
③実際に支払った「医療費」から、生命保険給付金や健保組合等からの出産費など医療費を補
　てんする金額を差し引いた金額が対象となります。
④病院や薬局に対して支払った「医療費」のほかに、検査費用や通院費用も対象とすることが
　できます。ただし、タクシーやバス、電車等の交通手段は対象となりますが、自家用車で通
　院した場合にはガソリン代等は対象外となります。

　また、昨年までは「領収書」等を添付する必要がありましたが、今年からは

原則として「医療費控除の明細書」を添付し、「領収書」は5年間自宅で保存の

義務があります。ただし、昨年まで健保組合等が発行する「医療費のお知らせ」

は「領収書」の代わりとはなりませんでしたが、今年からは要件を満たせば「領

収書」の代わりとすることができるようになりました。

　「医療費控除」の金額は、10万円と総所得金額の5％相当額のいずれか低いほ

うの金額が、適用下限額でしたが、選択適用で「セルフメディケーション税制」

（特定の医薬品購入費が対象で下限が１万２千円）を選ぶことも可能となりま

した。ご不明な点があれば弊社の担当等におたずねください。

A n s w e r

税金
Q& A

Q u e s t i o n

私は、サラリーマンです。給与

収入以外の所得はありませんが、

昨年は、自分の歯科医に支払っ

たインプラント治療代、妻の出

産費用、および母の介護老人施

設の施設サービス利用料などの

多額の医療費がありました。確

定申告をすれば所得税が還付さ

れると聞きました。「医療費控

除」の概要と申告にあたって注

意すべき点を教えてください。

医療費控除について

税金Q&Aでは皆さんの
税金への疑問にお答えいたします。
税務に関する質問を
scope@ht - tax .o r . jp まで
お寄せください。
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｢SCOPE創刊
200号

  によせて」
本誌が200号になりました。筆者は2010年1月号から毎回コラムを書いています。題材には毎回苦労していますが、いつのまにか100回になり
ました。今後もご愛読をお願い申し上げます。（小林）
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　今回は、私がコミュニケーション
力の大切さを痛感した実例を紹介
したいと思います。

　私が事務長をしていた病院で
は、診療科ごとにベッド数を割り
振っていたため、空床のある診療
科のベッドに入院させられず、満
床の診療科は入院を断る状況が
続いていました。病床利用率は
70%台で経営的には厳しい状況
でした。そんな中、37歳の整形外
科の医師が赴任してきました。外
来患者への接遇がよく、手術もた
いへん上手いため口コミでその医
師の評判があっという間に広がり
ました。ところが診療科ごとにベッ
ド数が割り振られていたために手
術件数はすぐに頭打ちになりまし
た。それを見かねた外科部長から
の発案で病床利用率が83%を超
えたら毎朝病床委員会を開催する
ことになりました。

　コアメンバーは外科部長、内科
部長、病棟看護師長で、入院患

者の病状についてのカンファレンスを
行い、病状に合わせ回復期リハビリ
病棟と療養病棟への転棟についてス
ケジュールなどを決め始めました。

　そして診療科ごとのベッドの割り
振りを撤廃し風通しの良い環境に
変わりました。

　整形外科の手術件数が伸び、
競うように消化器外科の手術件数
も伸びました。そして今まで手術に
消極的だった泌尿器科の手術件数
も増えました。なにより手術室の看
護師（オペ看）の主任がたいへん
前向きに対応してくれたことも大き
な支えでした。救急車の搬入件数
が増加して消防署からの信頼も厚く
なり、地元住民の健康維持に貢献
していることを実感しました。泌尿器
科の医師と手術後、焼酎をお互い
痛飲したことは今でも覚えています。

　有資格者がコミュニケーション力
を発揮し、チーム医療を実践すると
医療の質・量において予想をして

いなかったような結果が出ます。経
営的にも結果としてかなりの増収、
増益となりました。

　医療現場でのコミュニケーション
において、電子メールによる情報発
信では限界があります。メールには
多くの人に、同じ情報を同時に伝え
られるなど大きなメリットがあります。
　しかし、個別の話やリスクにつな
がりそうな話など、悪い情報はメール
ではなく、時をおかずに直接対面で
相手に伝える方が正解ではないで
しょうか？　事が発生・拡大した場合、
「私は○月○日にメールしたでしょ
う。見ていなかったのですか。」と
言っても無意味な言い訳です。人
の命にかかわることなのですから。

　医療従事者は本当に忙しいと
思います。1日100件以上のメー
ルを1件1件チェックしている時間
はありません。顔を知り、性格を知
り、表情の癖を知りながら意思を
伝達し、やりとりをすることが重要
です。

恒吉弘基（つねよしひろもと）  ●ヘルスケア事業部顧問

医療ステーション vol.11

▲辻・本郷 SCOPE
　ヘルスケアコラム

医療現場で経営が行き詰まって前に進まないとき
に、多職種間のコミュニケーション力の発揮によ
ってその課題が解決され、大きな果実を得ること
ができた事例を紹介いたします。

コミュニケーション力

｢SCOPE創刊
200号

  によせて」

SCOPE200号発刊おめでとうございます。私は税理士業界に対して昨日の続きが今日で、今日の続きが明日という保守的なイメージを持ってい
ましたが、辻・本郷 グループは違うと思います。絶えず新しいことにチャレンジし、研鑚し、ビジネス化しています。将来は社会の変化を見据え、
時代が求めていることを先取りしプロダクトしてゆく最強のグループという未来像を描いております。（恒吉）

SCOPE12月号（No.198）のコラム、医療ステーションで、タイトルの表示に誤りがございました。
誤「医療機関の人材育成」　→　正「入院医療の方向性」
謹んで訂正いたしますとともに、読者および関係者の皆様にお詫び申し上げます。
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2014年1月に「NISA」がスタート、2018年1月から新しく「つ
みたてNISA」がスタートしました。さらに「iDeCo(個人型確
定拠出年金)」を含め、3つの制度の内容と、投資に関する税
制優遇制度の違いについて解説します。

渡邉 裕士  ●北九州事務所
（わたなべゆうし）

投資に関する税制優遇制度税金 Topic

｢SCOPE創刊
200号

  によせて」

（１）NISAについて

  「NISA」とは「少額投資非課税

制度」の愛称で、個人投資家の中

長期の資産運用を応援する制度とし

（２）つみたてNISAについて

　2018年1月から新しく「つみたて

NISA（非課税累積投資契約に係る

少額投資非課税制度）」がスタートし

ました。対象年齢は従来のNISAと

同じく20歳以上になりますが、最長

20年間にわたって口座で発生した運

（３）個人型確定拠出年金について

   「iDeCo（個人型確定拠出年金）」

といわれ、加入者が月々 の掛金を拠

出し、予め用意された金融商品で運

用し、60歳以降に年金または一時金

として受け取れる制度です。この金

融商品の運用益に関してはNISAと

同様に非課税として扱われます。投

資限度額は条件により年間14.4万

円から81.6万円と異なります。今ま

では毎月拠出するしかありませんでした

が、2018年以降は年単位で拠出す

ることが可能になりました。

て2014年1月にスタートしました。通

常ならば運用益には20.315％の税

金がかかりますが、このNISA口座で

発生した運用益は非課税となります。

対象年齢は20歳以上、非課税投資

枠は毎年120万円が上限となっており、

非課税期間は最長5年間、投資可

能期間は2023年までとなります。

用益は非課税となります。また、毎年

の非課税投資枠は40万円と従来の

NISAに比べると低いですが、総額で

みると最大800万円となり、従来の

NISAよりも多く投資することができます。

投資可能期間は2037年までとなりま

す。このつみたてNISAは非課税対

象商品が金融庁の認めた商品のみと

なっており、従来のNISAに比べると

選択の幅が狭くなっています。これは

つみたてNISAが長期・積立・分散

投資を支援する制度のためです。また、

従来のNISAとつみたてNISAは併用

できないことに注意が必要です。

　このiDeCoは、投資に係る税制優

遇制度の他にも、拠出額が全額所

得控除の対象になり、さらには受け取

りの際に年金形式で受け取れば、公

的年金等控除の適用が、一時金とし

て受け取る場合には退職所得控除が

適用されることになります。

　投資に関する税制優遇制度は幅広

く使いやすくなる傾向にあります。

2018年は税制優遇制度を適用しな

がら非課税で資産を増やしてみるのは

いかがでしょうか。

私が辻・本郷に勤め出して約2年半が経過します。日々誰かに助けられつつ前進してきました。これからは誰かに助けられるだけではなく、誰か
を助けながら前進していこうと思います。SCOPEは200号ということですので、16年以上前からあるということになります。このSCOPEの情報
でいろいろな人が助けられながらずっと続いていると思うと、その偉大さを改めて感じました。200号おめでとうございます！（渡邉）
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※BEPS（Base Erosion and Profit Shif
ting）   税源浸食と利益移転

　日本の居住者である個人や法人

が、利子や使用料などを非居住者

に支払う場合で、支払先の相手国

と日本国との間で租税条約が締結さ

れているときは、その支払について

源泉の免除または軽減税率の恩恵

を受けることができます（支払を受け

る非居住者は支払者を経由して「租

税条約に関する届出」と「居住者

証明などの一定の添付書類」を支

払者の所轄税務署に提出すること

が必要）。なお、この手続きは最初

に支払が行われる日の前日までに行

う必要があります。平成29年12月

現在で日本国との租税条約締結が

ある国は68か国になります。

　この租税条約の適用を受ける上

で、まず支払相手が租税条約締結

国の居住者であることが前提となり、

この場合の居住者とは「その国で

全世界所得課税の対象となる納税

義務者」を指しますが、ほとんどの

国では支払の相手が租税条約締結

国の居住者であれば、上記の手続

きをすることによりこの恩恵を受ける

ことができます。ところが、支払相

手国によっては「租税条約に関す

る届出」の他に「特典条項に関す

る付表」という書類を提出する必要

がある場合があります。

　アメリカを例としますと、アメリカの

居住者である個人または法人であれ

ばアメリカの証券市場で上場してい

るものやアメリカ居住者に支配され

ている法人で、アメリカ以外の国の

居住者に対して一定以上の所得移

転が行われていないものなど適格者

に該当するかの判定が行われます

（①適格者基準）。適格者に該当し

ない場合でも居住地国において営

業活動に従事しており、所得がその

営業活動に関連して取得されるもの

である場合には、その所得につき恩

恵を受けることができます（②能動

的事業活動基準）。この他に、権

限のある当局が個別の事実確認を

行うことにより認められるケースもあり

ます（③権限のある当局の認定）。

　この制度を特典制限条項（Limit

ation on Benefits、以下LOB）

といい、支払当事者以外の第三国

居住者が締約国の形式的な居住者

を通じて条約特典を不正に享受しよ

うとすることを防止し、その者が真に

特典を受けるべき立場にあることを

確認することを目的とされております。

この特典条項の判定は国よって違

いがあり、アメリカのように全ての所

得区分に特典制限の対象になって

いる国もあれば、一部の所得のみと

されている国もあります。

　この制度の対象となる国は現在10

か国ほどになりますが、BEPS※報告

書行動6の租税条約濫用防止に規

定おいても、LOBについては大枠の

モデルが示されており、BEPSプロジェ

クトの影響により今後はさらにLOBの

採用が進んでいくと思われます。

詳しくは法人国際部までお問い合わせください。　● TEL：03-5323-3537　mail：tp@ht-tax.or . jp
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｢SCOPE創刊
200号

  によせて」
200号記念おめでとうございます。私の入社時のSCOPEからはオシャレで内容も充実したものとなっており時代の流れによる変化を感じております。
2018年は私も時代の流れに取り残されることのないように、変化を柔軟に受け入れることができる人間になりたいと考えております。（平山）

平山 宗善   ●法人国際部
（ひらやまむねよし）

租税条約の恩恵を受けるために、支払相手国によっては「特典条
項に関する付表」という書類を追加で提出する必要があります。

租税条約の特典条項について
国際
税務 Topic



創刊200号おめでとうございます、私が税理士法人に入ったのが10年程前ですから、あれから100号を超えるSCOPEが発行されている
と考えると時の流れを感慨深く感じられます。（荒井）

｢SCOPE創刊
200号

  によせて」

M&Aを活用した事業承継の進め方
株式譲渡契約書①

辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社　代表取締役　社長　荒井 洋一

　前回は「譲渡条件の最終確認」
を紹介しましたが、今回からは実際
に締結される「株式譲渡契約書」
について2回にわたって解説します。
　

　株式譲渡においては、買い手と

売り手との間で対象会社の売買に

ついて合意する「株式譲渡契約書」

を締結することとなります。株式譲

渡契約書も売買契約の一つですの

で、売買の対象物とその引渡し時期、

売買代金の金額や支払方法に関し

て記載されれば充足するはずです。

　しかしながら、株式譲渡という取

引は、契約から実際の譲渡まで一

定の期間を要することや「企業」と

いう日々経営する中で変化するもの

が取引対象であることから単純な売

買契約とは異なり、あらゆる特殊な

規定が置かれることが通例です。

（1）譲渡代金の調整
　前述の通り、株式譲渡において

は契約の締結日と譲渡の実行日と

の間に一定の期間を置かなければな

らないことが多々あります。一方で

会社の実態は日々刻 と々変化します。

　こういった事情から契約締結日と

譲渡実行日の間に対象会社の価値

が変化するのが一般的です。譲渡

日時点における対象会社の正確な

価値が、その後数日においての収

入・支出を集計してみなければ把握

できないこともあります。これらを踏

まえて株式譲渡契約においては、

契約上に記載した譲渡代金につい

て、譲渡後に精算する一定のルー

ルを規定することがあります。

（2）譲渡の実行
　株式譲渡の実行が行われる日

時・場所と、実行において、買い

手が譲渡代金を支払うこと、これと

引き換えに売り手が株式を譲渡する

ために行うべき行動（株券の引渡し

等）が規定されます。

（3）譲渡の前提条件
　上記(2 )の株式譲渡の実行が行

われる前提条件が列挙されます。例

えば後述する「表明・保証違反が

ないこと」、次号で解説する「譲渡

の実行日までに行われるべき義務が

履行されていること」、「対象会社の

価値に重大な悪影響を及ぼすような

事態が生じていないこと」等が規定

されます。

（4）表明および保証
　売り手と買い手がそれぞれ株式譲

渡契約を結ぶ権限を有していること

等を表明し、保証することに加え、

売り手が買い手に対して契約締結

時点や譲渡の実行時点において、

対象会社の事業・資産の内容が一

定の状態にあることを表明し、保証

することが規定されます。買い手が、

日々変化するとはいえ、売買の対象

物である「企業」が一定の状態で

あることを前提として、その対価を支

払って対象会社の株式を譲り受ける

ということを明らかにする機能があり

ます。後々になって対象会社が前

提とされた一定の状態でなかったこ

とが判明した際には買い手が売り手

に対しての補償責任を追及する根拠

となります。株式譲渡契約の中でも

重要性が非常に高い条項となってお

り、後々の紛争が生じる原因となる

ことが多い規定となっております。

　以上の点から株式譲渡契約書は

一般的な売買契約書とは異なります

ので、もし取引先等からM&Aの話

が持ち込まれた際には遠慮なく会

計事務所の担当者にお問い合わせ

ください。

事業承継・M&A事業承継・M&A
もう悩まない

徹底解説

もう悩まない

徹底解説
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｢SCOPE創刊
200号

  によせて」
いろいろある「差」の中でも、埋められない「差」は歴史です。人の歴史、会社の歴史、同じように見えても歴史の「差」は埋めようもあり
ません。SCOPE200号もその一つです。これからも継続し続けることをモットーに、歴史を創っていければと思います。（徳田）
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SCOPE  No.20012



〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
TEL 03-5323-3301（代表） FAX 03-5323-3302

SCOPE  No.200 13

編集
後記

辻・本郷 税理士法人
札幌事務所 〒060-0002　北海道札幌市中央区北二条西4-1 北海道ビル7階

TEL.011-272-1031　FAX.011-272-1032

青森事務所  〒030-0861　青森県青森市長島2-13-1 AQUA青森スクエアビル4階
TEL.017-777-8581　FAX.017-721-6781

八戸事務所 〒031-0072　青森県八戸市城下4-25-5
TEL.0178-45-1131　FAX.0178-45-5160

秋田事務所 〒010-0954　秋田県秋田市山王沼田町6-34
TEL.018-862-3019　FAX.018-862-3944

久慈事務所 〒028-0064　岩手県久慈市八日町2-8 中野ビル2階
TEL.0194-53-1185  FAX.0194-53-1330

盛岡事務所 〒020-0021　岩手県盛岡市中央通2-11-18 明治中央通ビル5階
TEL.019-604-6868　FAX.019-604-6866

遠野事務所 〒028-0541　岩手県遠野市松崎町白岩16地割31-8
TEL.0198-63-1313　FAX.0198-63-1317

一関事務所 〒021-0893　岩手県一関市地主町6‐1
TEL.0191-21-1186　FAX.0191-26-1665

仙台事務所 〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ2階
TEL.022-263-7741　FAX.022-263-7742

福島事務所 〒960-8114　福島県福島市松浪町4-23 同仁社ビル4階
TEL.024-534-7789　FAX.024-534-7793

郡山事務所 〒963-8002　福島県郡山市駅前1-15-6 明治安田生命郡山ビル5階
TEL.024-927-0881　FAX.024-927-0882

新潟事務所 〒950-0087　新潟県新潟市中央区東大通2-3-28 パーク新潟東大通ビル5階
TEL.025-255-5022　FAX.025-248-9177

上越事務所 〒943-0892　新潟県上越市寺町3-8-8
TEL.025-524-3239　FAX.025-524-3187

水戸事務所 〒310-0903　茨城県水戸市堀町1163-7
TEL.029-252-7775　FAX.029-254-7094

館林事務所 〒374-0024　群馬県館林市本町2-5-48 マルゼンビル6階
TEL.0276-76-2011　FAX.0276-76-2012

深谷事務所 〒366-0052　埼玉県深谷市上柴町西4-17-3
TEL.048-571-4619　FAX.048-571-8158

大宮事務所 〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル18階
TEL.048-650-5211　FAX.048-650-5212

越谷事務所 〒343-0808　埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅II 202号
TEL.048-960-1751　FAX.048-960-1752

川口東事務所 〒332-0012　埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
TEL.048-227-1260　FAX.048-227-1261

柏 事 務 所 〒277-0023　千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4階
TEL.047-165-8801　FAX.047-165-8802

松戸事務所 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1292-1 シティハイツ松戸205号
TEL.047-331-7781　FAX.047-331-7786

船橋事務所 〒273-0005 千葉県船橋市本町4-40-23 SADOYA SOUTHERN TERRACE 6階
TEL.047-460-0107  FAX.047-460-0108

西新井事務所 〒123-0842　東京都足立区栗原3-10-19-307
TEL.03-3848-3767  FAX.03-3848-3791

東京中央事務所 〒100-0005　東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル7階
TEL.03-6212-5801　FAX.03-6212-5802

東京丸の内事務所 〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル10階
TEL:03-6212-2830  FAX:050-3730-6208

芝 事 務 所 〒105-0014　東京都港区芝3-5-7 カレッタ芝3階
TEL.03-6435-1711　FAX.03-6435-2245

神田事務所 〒101-0047　東京都千代田区内神田3-20-3 小鍛冶ビル8階
TEL.03-5289-0818　FAX.03-5289-0819

池袋事務所 〒171-0021　東京都豊島区西池袋1-7-7 東京西池袋ビルディング12階
TEL.03-5396-7491  FAX.03-5396-7492

新宿ミライナ
タワー事務所

〒160-0022　東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
TEL.03-5323-3301（代表） FAX.03-5323-3302

新宿アルタ事務所 〒160-0022　東京都新宿区新宿3-32-10 松井ビル8階
TEL.03-5919-2680 FAX.03-5919-2670

代々木事務所 〒151-0053　東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5階
TEL.03-5333-1545　FAX.03-5333-1546

渋谷事務所 〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー13階
TEL.03-6418-6761　FAX.03-6418-6762

品川事務所 〒108-0074　東京都港区高輪3-26-33 京急第10ビル3階
TEL.03-5791-5731　FAX.03-5791-5732

吉祥寺事務所 〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 吉祥寺本町ビル７階
TEL.0422-28-5515　FAX.0422-28-5516

東大和事務所 〒207-0031　東京都東大和市奈良橋5-775
TEL.042-565-1564　FAX.042-563-0189

立川事務所 〒190-0012　東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階
TEL.042-548-1841　FAX.042-548-1842

町田事務所 〒194-0021 東京都町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル9階
TEL.042-710-6920　FAX.042-710-6921

横浜事務所 〒220-0004　神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル4階
TEL.045-328-1557　FAX.045-328-1558

大和事務所 〒242-0017　神奈川県大和市大和東3-8-16
TEL.046-262-8332  FAX.046-262-5650

湘南事務所 〒251-0055　神奈川県藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル4階
TEL.0466-55-0012　FAX.0466-55-0032

小田原事務所 〒250-0011　神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
TEL.0465-40-2100　FAX:0465-40-2101

甲府事務所 〒400-0046　山梨県甲府市下石田2-5-9
TEL.055-228-5722  FAX.055-228-5723

甲府中央事務所 〒400-0845　山梨県甲府市上今井町684-6
TEL.055-241-7522 FAX.055-241-7578

大月事務所 〒401-0301　山梨県南都留郡富士河口湖町船津642-4
TEL.0555-72-0505　FAX.0555-72-0905

伊東事務所 〒414-0002　静岡県伊東市湯川1-3-3 上條ビル5階
TEL.0557-37-6706　FAX.0557-37-8988

豊橋事務所 〒440-0086　愛知県豊橋市下地町字長池13番地
TEL.0532-54-3000　FAX.0532-54-3002

名古屋事務所 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス5階
TEL.052-269-0712　FAX.052-269-0713

四日市事務所 〒510-0822　三重県四日市市芝田1-3-23
TEL.059-352-7622　FAX.059-351-2988

京都事務所 〒600-8009　京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル6階
TEL.075-255-2538　FAX.075-255-2539

豊中事務所 〒560-0021　大阪府豊中市本町1-1-1 豊中阪急ビル6階
TEL.06-4865-3340　FAX.06-4865-3341

大阪事務所 〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町4-6-5 淀屋橋サウスビル6階
TEL.06-6227-0011　FAX.06-6227-0063

堺 事 務 所 〒590-0985　大阪府堺市堺区戎島町3-22-1 南海堺駅ビル412号
TEL.072-224-1006　FAX.072-224-1007

神戸事務所 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-10 オリックス神戸三宮ビル10階
TEL.078-261-0101　FAX.078-261-0120

岡山事務所 〒700-0815　岡山県岡山市北区野田屋町1-1-15 岡山桃太郎大通りビル7階
TEL.086-226-8555　FAX.086-226-8556

広島事務所 〒730-0051　広島県広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町9階
TEL.082-553-8220　FAX.082-553-8221

松山事務所 〒790-0011　愛媛県松山市千舟町6-5-10
TEL.089-945-3560　FAX.089-945-3385

北九州事務所 〒802-0003　福岡県北九州市小倉北区米町1-2-26 日幸北九州ビル4階
TEL.093-512-5760　FAX.093-512-5761

福岡事務所 〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル8階
TEL.092-477-2380  FAX.092-477-2381

大分事務所 〒870-0035　大分県大分市中央町1-1-3 朝日生命大分ビル4階
TEL.097-532-2748　FAX.097-538-7006

延岡事務所 〒882-0823　宮崎県延岡市中町1-2-8 和光中町ビル（旧第一生命ビル）
TEL.0982-22-3570　FAX.0982-31-2789

沖縄事務所 〒900-0029　沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区ビル 1階
TEL.098-941-3230　FAX.098-941-3231

SCOPEは創刊200号を迎えました。これもひとえに読者の方 に々愛されてきた証であると、感謝の気持ちでいっぱいです。本郷会長が初代編集長としてスタ
ートしてから、すでに17年。そこには、多くのお客様と共に歩んだ、辻・本郷の貴重な歴史が息づいています。そして何より、節目となる記念すべき200号の
発刊に携われたことを、今とても幸せに思います。これから次の300号に向けて、益 皆々さまに愛されるSCOPEをお届けできるよう尽力してまいります。（佐脇）
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